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国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の運用等について 

 

 

このたび、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程等の一部改正により、令和

５年４月１日を施行日として年次休暇付与日が４月１日に変更されたことに伴い育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正及び国家公務員の育児休業制度の見直し

を受けて、出生時育児休業が新設されたことにより、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等

に関する規程（以下、「育児・介護規程」という。）の運用について、下記のとおり変更します。 

なお、これに伴い、令和４平成２９年９月２８７日付け人人労総人職第８４５号は廃止いたします。 

 

記 

第３条 育児休業関係 

１ 第１項及び第２項の「子」について、法律上の親子関係がある子（養子を含む。）のほか、次の関

係にある子についても、育児休業及び出生時育児休業（以下、「育児休業等」という。）の対象とな

る。 

(1) 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子（監護期間中の子） 

民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により教職員が当該教職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該教職員が現に監護す

るもの 

(2) 養子縁組里親に委託されている子 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の

４第２号に規定する養子縁組里親である教職員に委託されている児童 

  (3) 養育里親に委託されている子 

児童福祉法第６条の４第１号に規定する養育里親である教職員（児童の親その他の同法第 

２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規

定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児

童を委託することができない教職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託さ



れている者 

 

２ 第３項第２号ウの「特別養子縁組の不成立等により、前項に定める子に該当しなくなったとき」

とは、民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき（特別養子

縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第

１項第３号の規定による措置が解除されたときをいう。 

 

３ 第３項第５号の「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。 

 

第１４条の２ 育児短時間勤務関係 

１ 第１項の「小学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する「小学校」、「義務

教育学校の前期課程」又は「特別支援学校の小学部」をいう。（育児・介護規程におけるその他の条

文中の「小学校」についても同様とする。） 

２ 第１項第４号の「業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある教職員」の区分及び「１

箇月以内の一定期間」とは、それぞれ国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規

程（平成１６年達示第８３号。以下「勤務時間等規程」という。）第１６条に規定する別表第３に

掲げる「教職員の区分」及び「割振り単位期間」をいう。 

３ 第２項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。 

 

第１４条の９ 育児短時間勤務教職員についての勤務時間等規程の特例関係 

 表中の育児短時間勤務教職員の年次休暇の日数は、以下のとおりとする。 

(年次休暇の日数) 

１ 年次休暇は、一事業年度の年ごと(１月１日から１２月３１日までの１暦年)における休暇とし、

その日数は、一事業年度の年において、次の各号に掲げる育児短時間勤務教職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

(1) 次号から第４号までに掲げる育児短時間勤務教職員以外の育児短時間勤務教職員 次の表の左

欄に掲げる１週間当たりの勤務日数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数 

１週間当たりの勤務日数 日数 

５日 ２０日 

４日 １５日 

３日 １１日 

 

(2) 当該年度の中途において、新たに教職員となった者のうち、そのとき育児短時間勤務教職員と

なったもの その者の当該年度における在職期間に応じ、次の表の左欄に掲げる在職期間の区分に

応じ同表の１週間当たりの勤務日数の項の区分ごとに掲げる日数（以下「基本日数」という。) 

在職期間 １週間当たりの勤務日数 



５日 ４日 ３日 

１月に達するまでの期間 ２日 １日 １日 

１月を超え２月に達するまでの期間 ３日 ３日 ２日 

２月を超え３月に達するまでの期間 ５日 ４日 ３日 

３月を超え４月に達するまでの期間 ７日 ５日 ４日 

４月を超え５月に達するまでの期間 ８日 ７日 ５日 

５月を超え６月に達するまでの期間 １０日 ８日 ６日 

６月を超え７月に達するまでの期間 １２日 ９日 ７日 

７月を超え８月に達するまでの期間 １３日 １１日 ８日 

８月を超え９月に達するまでの期間 １５日 １２日 ９日 

９月を超え１０月に達するまでの期間 １７日 １３日 １０日 

１０月を超え１１月に達するまでの期間 １８日 １５日 １１日 

１１月を超え１年未満までの期間 ２０日 １６日 １２日 

 

(3) 当該年度において新たに国等の職員（国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する

規程（平成１６年達示第８３号）第２１条第１項第３号に規定する「国等の職員」をいう。）とな

った者で、引き続き教職員となったときに育児短時間勤務教職員となったもの 国等の職員となっ

た日において新たに教職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間及び１週間当

たりの勤務日数に応じた基本日数から、新たに教職員となった日の前日までの間に使用した年次休

暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本

日数) 

 

(4) 当該年度の前年度において国等の職員であった者であって引き続き当該年度に新たに教職員と

なったときに育児短時間勤務教職員となったもの又は当該年度の前年度において教職員であった

者であって引き続き当該年度に国等の職員となり引き続き再び教職員となったときに育児短時間

勤務教職員となったもの 国等の職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に

相当する休暇の残日数等を考慮し、第１号の表に掲げる１週間当たりの勤務日数に応じた日数に当

該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が２０日を超え

る場合にあっては、２０日)を加えて得た日数から、教職員となった日の前日までの間に使用した

年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場

合にあっては、基本日数) 

 

２ 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は２０日を限度として、当該年度の翌

年度に繰り越すことができる。ただし、前項第４号の規定による年次休暇については、同第１号の

表に掲げる１週間当たりの勤務日数に応じた日数を限度として、当該年の翌年度に繰り越すことが

できる。 

 



 

第７章の２（第４３条の２～第４３条の５） 介護時間関係 

１ 介護時間は、在宅介護など、日常的な介護ニーズに対応することを趣旨とするものである。他方、

介護休業・介護部分休業については、初期の急性期における対応や、期間中に要介護者の状態が大き

く変化した場合等、突発的・集中的な介護ニーズに対応することを趣旨とするものである。 

 

２ 介護のために１日の勤務時間の一部について勤務しないことが認められる措置として、介護時間（１

日２時間まで）及び介護部分休業（１日４時間まで）があるが、「同一の要介護者」に関して、これら

を重複した期間に取得することはできないため、介護時間を取得した同日に、介護部分休業を取得す

ることはできない。（第４３条の３） 

また、「異なる要介護者」がある場合で、一方の要介護者について介護時間を取得した同日に、他方

の要介護者に係る介護部分休業を取得することはできるが、この日の介護部分休業については、４時

間から介護時間により勤務しない時間を減じた時間を限度として取得することとなる。（例えば、父親

を対象とした介護時間を２時間取得している日に、母親の介護部分休業を請求する場合は、２時間ま

でしか認められない。）（第４１条） 


